
産業・財政

単位：百万円

市　町　村　名 市　町　村　名

県　　　計 4,198,631

県 北 地 域 1,047,943 会 津 地 域 439,096
福 島 市 785,511 会 津 若 松 市 325,571
二 本 松 市 67,342 喜 多 方 市 50,783
伊 達 市 60,273 北 塩 原 村 921
本 宮 市 89,026 西 会 津 町 5,148
桑 折 町 7,245 磐 梯 町 2,247
国 見 町 10,407 猪 苗 代 町 13,939
川 俣 町 16,916 会 津 坂 下 町 19,246
大 玉 村 11,223 湯 川 村 5,335

柳 津 町 2,286
県 中 地 域 1,506,970 三 島 町 237
郡 山 市 1,252,566 金 山 町 1,089
須 賀 川 市 131,450 昭 和 村 231
田 村 市 43,389 会 津 美 里 町 12,063
鏡 石 町 23,537
天 栄 村 1,999 南 会 津 地 域 24,613
石 川 町 17,456 下 郷 町 3,805
玉 川 村 6,255 檜 枝 岐 村 290
平 田 村 3,077 只 見 町 2,883
浅 川 町 3,071 南 会 津 町 17,635
古 殿 町 2,670
三 春 町 9,901 相 双 地 域 171,968
小 野 町 11,599 相 馬 市 71,796

南 相 馬 市 90,086
県 南 地 域 205,455 広 野 町 2,245
白 河 市 99,416 楢 葉 町 X
西 郷 村 34,861 富 岡 町 -
泉 崎 村 9,533 川 内 村 859
中 島 村 2,161 大 熊 町 -
矢 吹 町 22,053 双 葉 町 -
棚 倉 町 20,611 浪 江 町 X
矢 祭 町 3,507 葛 尾 村 -
塙 町 12,109 新 地 町 6,451
鮫 川 村 1,204 飯 舘 村 -

い わ き 地 域 802,586
い わ き 市 802,586

・資料出所：経済産業省「商業統計表」

・調査時点：平成25年1年間

・調査周期：5年（中間年に簡易調査）

・参考：卸売・小売業の合計

注1 ） 管理，補助的経済活動のみを行う事業所、産業細分類が格付不能の事業所、卸売の

　　　商品販売額（仲立手数料を除く）、小売の商品販売額及び仲立手数料のいずれの金額も

　　　無い事業所は含まない。

注2 ） 上記注1の理由により、都道府県編の年間商品販売額の数値とは一致しない。

販売額 販売額

21　年間商品販売額

産業・財政

単位：人

市　町　村　名 市　町　村　名

県　　　計 117,265

県 北 地 域 30,886 会 津 地 域 16,608
福 島 市 20,477 会 津 若 松 市 10,392
二 本 松 市 3,030 喜 多 方 市 2,690
伊 達 市 2,897 北 塩 原 村 69
本 宮 市 2,144 西 会 津 町 289
桑 折 町 526 磐 梯 町 110
国 見 町 536 猪 苗 代 町 741
川 俣 町 851 会 津 坂 下 町 1,039
大 玉 村 425 湯 川 村 93

柳 津 町 192
県 中 地 域 36,308 三 島 町 42
郡 山 市 25,900 金 山 町 93
須 賀 川 市 4,355 昭 和 村 38
田 村 市 1,940 会 津 美 里 町 820
鏡 石 町 685
天 栄 村 122 南 会 津 地 域 1,592
石 川 町 1,161 下 郷 町 341
玉 川 村 253 檜 枝 岐 村 20
平 田 村 180 只 見 町 204
浅 川 町 194 南 会 津 町 1,027
古 殿 町 221
三 春 町 626 相 双 地 域 5,431
小 野 町 671 相 馬 市 2,249

南 相 馬 市 2,884
県 南 地 域 7,838 広 野 町 68
白 河 市 3,870 楢 葉 町 6
西 郷 村 753 富 岡 町 -
泉 崎 村 279 川 内 村 29
中 島 村 131 大 熊 町 -
矢 吹 町 890 双 葉 町 -
棚 倉 町 940 浪 江 町 12
矢 祭 町 311 葛 尾 村 -
塙 町 581 新 地 町 183
鮫 川 村 83 飯 舘 村 -

い わ き 地 域 18,602
い わ き 市 18,602

・資料出所：経済産業省「商業統計表」

・調査時点：平成26年7月1日

・調査周期：5年（中間年に簡易調査）

・参考：卸売・小売業の合計

注1 ） 管理，補助的経済活動のみを行う事業所、産業細分類が格付不能の事業所、卸売の商品販売額（仲立手数

　　　料を除く）、小売の商品販売額及び仲立手数料のいずれの金額も無い事業所は含まない。

注2 ） 上記注1の理由により、都道府県編の商業事業所従業者数の数値とは一致しない。

注3 )　従業者数とは、「個人業主」、「無給家族従業者」、「有給役員」及び「常用雇用者」の計であり、臨時雇用者は

　　　含めていない。

従業者数 従業者数

20　商業事業所従業者数

– 132 –


